
Q3　誰でも受講できますか？

Q2　市民後見人の受任は少ないと聞くが、講座を受けるメリットは？

Q1　市民後見人養成講座を受けると、後見人の資格が得られるのか？

宇佐市市民後見人養成講座に関する Q&A

A1 この講座は、受講することによって「資格」が得られるという性格のものではありません。本人

や親族、市長などが申立てを行い、家庭裁判所から選定されることで「成年後見人」となります。

A2 確かに県内では親族、専門職、法人が後見を担う事が多いです。しかし、厚生労働省は2025年

までに認知症高齢者の数が激増すると予見しています。近い将来、市民後見人の活躍が必要になっ

てきます。また、現在の急激な高齢化で社会が変容している中、成年後見制度を熟知したプロが地

域には必要です。大切な地域やそこで生活する人たちを守るためにも本講座で知識・技術を向上し

ていただきたいと考えています。また、本講座は成年後見制度の知識だけではなく、認知症や介護

保険、民法など制度を取り巻く様々な環境を想定した知識を幅広く学べるようにしています。

6A3 宇佐市で市民後見人として活動していただきたいので、宇佐市在住の方であり、また厚生

労働省が認知症高齢者が激増すると予見した2025年に対応できる年齢として、70歳までとしてい

ます。尚、民法847条の欠格事由に該当する方は成年後見人となれませんので、今回の講座は受

講できません。

（民法847条の欠格事由）

一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者


